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「令和７年国勢調査岐阜県実施本部」を設置します 

 

本年１０月１日を期日として、５年に一度の国勢調査が実施されます。 

これに向けて、３月１７日（月）に「令和７年国勢調査岐阜県実施本部」を設置し、発足式を

行うとともに、翌１８日（火）に全市町村を対象とした実施準備事務打合せ会を開催し、正確か

つ円滑な調査実施に向けて本格的に始動します。 

 

１ 発足式（看板掲出） 

（１）日 時  ３月１７日（月）１４：００～１４：１０（予定） 

（２）場 所  県庁１８階統計課入口付近 

（３）本部長（環境生活部長）が「令和７年国勢調査岐阜県実施本部」の看板掲出を行います。 

 

２ 令和７年国勢調査岐阜県実施本部の概要 

（１）構  成  環境生活部長を本部長とする全庁体制（下図のとおり） 

（２）設置期間  令和７年３月１７日（月）～令和８年３月３１日（火） 

（３）役  割  調査実施の周知、協力体制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 市町村実施準備事務打合せ会 

（１）日 時  令和７年３月１８日（火）１０：００～１６：００（予定） 

（２）場 所  県庁３階 会議室３０２、３０３、３０４ 

（３）出席者  県内全４２市町村の国勢調査担当者 

（４）議 事  ・令和７年国勢調査 岐阜県実施本部の設置について 

・令和７年国勢調査 実施準備事務について 

         ※会議内で、実施本部長（環境生活部長）からのあいさつを予定しています。 

※議事は変更となる場合があります。 

令和７年３月１０日（月） 岐阜県発表資料 

担 当 課 担 当 係  担 当 者 電 話 番 号 

統計課 人口労働係 宮田 

内線 3069 

直通 058-272-8184 

FAX  058-271-5720 

本 部 長 
(環境生活部長) 

副 本 部 長 
(環境生活部統計課長) 

岐阜県実施本部 

市町村実施本部 
連 携 

実 査 班 
(環境生活部統計課) 

調 査 協 力 班 
(各部主管課長等) 



 

 

 

＜参考＞ 令和７年国勢調査について 

 

◆概   要  ・国の最も基本的で重要な調査として５年ごとに実施 

・大正９年（１９２０年）の第１回調査以来、今回の調査で２２回目 

 ◆目 的  国内の人口や世帯の実態を明らかにするもの 

 ◆調 査 期 日  令和７年１０月１日（水）午前零時現在 

◆調 査 対 象  我が国に常住する全ての⼈ 

◆調 査 項 目  ・世帯員に関する事項 １３項目（男女の別、出生の年月、就業状態など） 

・世帯に関する事項 ４項目（世帯の種類、住居の種類、住宅の建て方など） 

◆調 査 方 法  調査員が世帯を訪問し、調査書類一式を配布 

◆回 答 方 法  ①インターネット、②郵送、③調査員への提出のいずれかの方法により回答  

 ◆結 果 公 表  令和８年５月末までに人口速報集計を、同年９月末までに人口等基本集計結

果を公表予定 

 ◆結果の利用  ・衆議院小選挙区の改定、地方交付税の交付額の算定などにおける「法定人

口」としての利用 

・各府省、自治体における人口減少や少子高齢化、防災、地域活性化など各

種施策の基礎情報の提供 

 ◆取組ポイント  簡単・便利なインターネット回答を積極的に促進するため、以下の取組みな

どを通じてインターネット回答率５０％を目指します。 

         ・調査書類のデザインや記載内容の工夫によるスマートフォン等への誘導 

・二次元コード読み取りによるログインＩＤ・アクセスキーの自動入力 

・外国人対応（６か国語）、視覚障害者対応 

令和２年国勢調査 県インターネット回答率     ４１．１％ 

           全国平均インターネット回答率  ３７．９％ 


